
現在は、窓口の受付時間が勤務時間と同一であり、窓口業務が多い部署では、閉庁後の処理等で時間外勤務が
常態化しています。
窓口の受付時間を短縮し勤務時間との差を作り、確保した時間で政策立案や情報共有等の充実に努め、

市民サービスの向上を目指します。

窓口の受付時間を短縮しますが、市民課で実施している日曜日開庁（毎月第2日曜日午前8時30分～正午）は
引き続き実施します。
また、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付や電子申請サービスにより、市役所に来庁せず

にできる手続きを増やしていきます。

窓口に来庁しなくても、全国のコンビニエンスストア等に設置されたマルチコピー機で、各種証明書を取
得することができますのでぜひご活用ください。
手続きにはマイナンバーカードが必要になります。
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